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Ⅰ　問題設定
１．研究背景
　精神障害者の雇用・就労に関する法制度の整備は
進んできている。2018 年には、障害者雇用促進法
の改正により、精神障害者が雇用義務化されるな
ど、精神障害者の就労の場は拡大を続けている。し
たがって、精神障害者の雇用状況も、2017 年度で
は、5 万 47.5 人（前年 4 万 2028.0 人）で増加してお
り、新規求職申込件数も、対前年度比 9.0% 増、就
職件数は対前年度比 8.9% 増である（精神保健医療
福祉白書 2018：87-88）。しかし、精神障害者の離職
率は、身体障害者及び知的障害者と比較して高く、
就職後 1 年未満の離職率者は 80％と高い割合であ
る（片山 2020：48）。離職理由は、メンタルヘルス
の不調（精神保健医療福祉白書 2018：104）、個人
的理由、職場の雰囲気・人間関係などである（川村 
2018：142）。精神障害者の離職を防ぐための支援施
策は、当事者だけでなく企業に対しても支援できる
体制づくりが必要であり、それは職場定着にも結び
付くと考えられている（片山 2020：178）。このよう
に、精神障害者の雇用が増え、就職する人が多い反

面、短期間で離職する人も多く、職場定着は喫緊の
課題となっている。

２．研究目的
　本研究の目的は、精神障害者の就労継続阻害要因
を明らかにすることである。特に「障害の開示・非
開示による不安」に焦点を当てて検討を行う。「障
害の開示・非開示による不安」に注目するのは、本
研究におけるデータ分析の過程で、この 2 つの不安
が重要な就労継続阻害要因となることが明らかに
なったためである。

３．先行研究
　精神障害者の就労支援に関する研究は多種多様
である。以前には、就労の現状（三城 2009；川上
2011）、離職率（福井ら 2011，2014b）など、現状
と課題を明らかにする調査・研究が多かった。最
近では、就労移行支援（田上 2018；多賀 2013；木
下 2017；多田ら 2018；種田ら 2018）や就労定着
要因（井神ら 1987；川村 2018；馬場ら 2018；新海
ら 2018；大石ら 2018）に関する研究が多くみられ
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る。そして、精神障害者の就労阻害要因の中でも、
特に「障害の開示・非開示」に着目した研究として
は、福井や川村によるものがある。福井は、障害の
開示は職場内で差別を受けることにつながり、非開
示の場合も定着率が低いことを明らかにしている

（福井ら 2014a）。また川村は、障害を非開示で入職
している者が他の障害者に比べて多いことから、開
示を躊躇しない受け入れ態勢を提言している（川村
2018）。このように、精神障害者の就労継続阻害要
因について、特に「障害の開示・非開示」に着目す
る研究例はまだ少ない。加えて、定性的なデータに
基づく実証的な研究も不十分である。

４．研究意義
　障害者の就労支援研究において、「促進要因」を
明らかにした研究は多数ある（新海 2018；村上
2006；大川 2017；相澤ら 2014）。具体的には、ス
タッフの関与による職場定着、職務とのマッチン
グ、ポジティブフィードバックの実践である（相澤
ら 2014：7）. しかし、精神障害者に対象を限定し、
当事者からのインタビュー等を通じて就労継続の

「阻害要因」を抽出した実証的な研究はほとんどみ
られない。したがって、精神障害者の就労継続阻害
要因について、定性的データを用いて実証的に明ら
かにする本研究は、今日的課題である職場定着支援
に向けた、就労支援に関わる職員の研修プログラム
開発にも役立つものである。

Ⅱ　研究方法
　本研究では定性的（質的）研究法を用いている。
１．調査概要
　調査地域は A 区の B 地区、C 区の D 地区、E 区
の F 地区の 3 か所である。B 地区の障害者就労支援
施設は、精神障害者の就労支援に重点を置いている
就労継続支援 B 型、就労定着支援事業所を運営する
施設である。そこでは 7 名の当事者にインタビュー
を行った。D 地区の障害者就労支援施設は、精神
障害者の居場所づくりに重点を置いており、就労継
続支援 B 型、就労移行支援事業所、相談支援事業
所からなる施設である。そこでは 3 名の当事者にイ
ンタビューを行った。そして、F 地区の学習支援セ
ンターは、日中活動や研修等で使用できる地域の施
設である。そこでは 2 名の当事者にインタビューを
行った。

　調査協力者はすべて男性であり、一般就労率は平
均で 18.0 年である（2020 年 3 月現在）。なお、調査
協力者の属性は表 1 のとおりである。

２．調査方法
　調査方法はインタビュー法である。期間は 2019
年 4 月から 2020 年 3 月までである。人数は 12 名で、
回数は 12 回である。時間は 1 回につき 40 から 120
分である。場所は面接室等を利用した。機器は IC
レコーダーを使用した。

３．分析方法
　分析方法は定性的（質的）コーディングである。
分析では「データ、コード、カテゴリーの一覧表」

（村社 2020）を作成することで、理論生成の根拠の
提示、分析プロセスの明示の要求に応えている。
　定性的コーディングの手続きは次の 3 段階に分
けられる（村社 2020）。①参与観察およびインタ
ビューにより得られたデータから「コード」を生成
した。②「コード」の整理および先行研究との比較
を行い「カテゴリー」を生成した。③複数の「カテ
ゴリー」を「理論（モデル）」に統合した。この作
業は常に繰り返された。分析では、着目したデー
タの部分から「コード」を生成し、解釈の可能性
をデータでひとつひとつ確認する作業を繰り返すこ
とで、データ解釈の厳密性の要請に応えている。ま
た、データ分析の結果についても、前述の調査協力
者に説明し内容を継続的に確認してもらうなど、分
析結果の妥当性と信頼性を確保している。

４．倫理的配慮
　調査では、研究目的・方法などを調査協力者全員

表１　調査協力者の属性表表 11  調調査査協協力力者者のの属属性性  

氏氏名名  性性別別 年年齢齢  病病名名  一一般般就就労労期期間間 現現在在のの状状況況  

A 男性 40 歳代 気分障害 16 年 就労訓練中 

B 男性 50 歳代 全般性不安障害 36 年 作業所通所中 

C 男性 40 歳代 うつ病 16 年 一般就労中 

D 男性 40 歳代 双極性障害Ⅱ型 21 年 一般就労中 

E 男性 60 歳代 統合失調症 15 年 作業所通所中 

F 男性 60 歳代 統合失調症 40 年 一般就労中 

G 男性 50 歳代 うつ病 30 年 一般就労中 

H 男性 30 歳代 統合失調症 5 年 就労訓練中 

I 男性 40 歳代 双極性障害Ⅰ型 15 年 就労訓練中 

J 男性 40 歳代 強迫性障害 なし 就労訓練中 

K 男性 30 歳代 統合失調症 5 年 就労訓練中 

L 男性 40 歳代 双極性障害Ⅱ型 14 年 就労訓練中 

（（22002200 年年 33 月月現現在在））  
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に説明し、同意を得ている。その結果についても、
調査協力者に協力してもらった上で、発表の許可を
得ている。本論文では、氏名、調査年月日、地域な
どを伏せることで個人が特定できないようにした。
なお、調査の実施にあたっては、岡山県立大学倫理
委員会（番号 18 − 37）の承認を得ている。

Ⅲ　研究結果
　研究結果では、就労継続阻害要因である「障害の
開示による不安」と「障害の非開示による不安」に
分けて説明する。以下、その構成要素であるカテゴ
リーとコードの解説を行う。
　なお、表 2 と表 3 は理論生成の根拠となったデー
タをもとに、コード、カテゴリー別に整理したもの
である。

１．障害の開示による不安
　「障害の開示による不安」とは、障害を開示した
ため利用者が不安になり就労継続が困難になること
である。「障害の開示による不安」は、｛コミュニ
ケーション障害による不安｝1）｛距離を置かれ警戒さ
れる不安｝｛周囲の理解不足と人間関係の変化による
不安｝から構成されている。
１）コミュニケーション障害による不安
　｛コミュニケーション障害による不安｝とは、コ
ミュニケーションの障害により利用者が不安になる
ことである。このカテゴリーは、［自分を伝えられ
ない］２）［見えない障害による無理と葛藤］［現場の
人間関係のしんどさ］の3つコードから生成された。
（１）自分を伝えられない
　［自分を伝えられない］とは , 自分を伝えられない
ため利用者が不安になることである。利用者には自
分のことを伝えることが苦手な人が多い。したがっ
て、開示しても内面のしんどさが相手に伝わらな
かったりする。自分をうまく伝えることができない
ので、利用者の就労継続も困難になってくる。
（２）見えない障害による無理と葛藤
　［見えない障害ゆえの無理と葛藤］とは、見えな
い障害による無理と葛藤のため利用者が不安になる
ことである。利用者は現場において無理と葛藤を経
験する。障害を開示しても同様である。開示するこ
とで、希望した職場との葛藤が出てくる。希望に
あった職場でも無理をすれば非開示と変わらず、利
用者の就労継続が困難になってくる。

（３）現場の人間関係のしんどさ
　［現場の人間関係のしんどさ］とは、現場の人間
関係のしんどさのため利用者が不安になることであ
る。利用者の多くは、現場の人間関係でしんどい思
いをする。障害を職場の上司が理解しても、現場の
職員が障害を理解していない場合も多い。人間関係
がしんどくなって利用者が仕事を辞めるケースも出
てくる。
２）距離を置かれ警戒される不安
　｛距離を置かれ警戒される不安｝とは、距離を置
かれるなど相手から警戒されることで利用者が不安
になることである。このカテゴリーは、［壁を作ら
れる］［冷たくされる］［よそよそしくされる］の 3 つ
のコードから生成された。
（１）壁を作られる
　［壁を作られる］とは、壁を作られるため利用者
が不安になることである。利用者は壁を作られる不
安のため就労できないことも多い。利用者は壁や垣
根を作られるのではないかと常に不安な精神状態が
つきまとう。就職後に職場に障害が判明すること
で、同僚などから壁や垣根を作られるため、利用者
の就労継続が困難になってくる。
（２）冷たくされる
　［冷たくされる］とは、冷たくされるため利用者
が不安になることである。利用者は冷たくされるた
めに職場に居づらくなってしまう。障害に理解がな
いと、周囲からは怠けていると見えるため、冷たく
されたりすることがある。障害の特性がわからない
ため、職場で冷たくされ孤立してしまい、利用者の
就労継続が困難になってくる。
（３）よそよそしくされる
　［よそよそしくされる］とは、よそよそしくされ
るため利用者が不安になることである。障害の開示
では、職場がよそよそしくなったりするため、就労
継続が困難になることがある。職場で話しかけられ
る回数も減ってしまう。職場では、障害の特性がわ
からないため、利用者は誤解の目で見られ、よそよ
そしくされてしまうので利用者の居心地が悪くなる。
３）周囲の理解不足と人間関係の変化による不安
　｛周囲の理解不足と人間関係の変化による不安｝
とは、周囲の理解不足と人間関係の変化により利用
者が不安になることである。このカテゴリーは、

［周囲の理解不足］［就労時間への配慮不足］［スタッ
フの頻繁な変更］の 3 つのコードから生成された。
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（１）周囲の理解不足
　［周囲の理解不足］とは、周囲の理解不足のため
利用者が不安になることである。障害を開示して
も、利用者は周りの関係者に理解してもらえない。
病名を言っても理解してもらいえない。かえって
言ったために差別をうけることもある。このよう
に、周囲の理解が不足しているために、利用者の就
労継続が困難になる。
（２）就労時間への配慮不足
　［就労時間への配慮の不足］とは、就労時間への
配慮不足のため利用者が不安になることである。障
害を開示しても、利用者にとってフルタイムで働く
ことはストレスになりやすい。定着するまでに相当
時間を要する。そのため、段階的に就労時間を増や
してほしいものの、就労時間に対する配慮がないた
め、利用者の就労継続が困難になる。
（３）スタッフの頻繁な変更
　［スタッフの頻繁な変更］とは、スタッフの頻繁
な変更のため利用者が不安になることである。相談
できるスタッフや上司が変わると利用者は困ってし
まう。とても不安になってしまう。職場の担当者が
休む場合も同様である。障害を開示しても、スタッ
フが頻繁に変わると不安になり、利用者は就労継続

することが困難になってくる。

２．障害の非開示による不安
　「障害の非開示による不安」とは、障害を開示し
ないため利用者が不安になり就労継続が困難になる
ことである。「障害の非開示による不安」は、｛相談
できず支援もない不安｝｛一般雇用で働き続ける不
安｝から構成されている。
１）相談できず支援もない不安
　｛相談できず支援もない不安｝とは、相談できず
支援もないため利用者が不安になることである。こ
のカテゴリーは、［相談できない］［支援がない］の 2
つのコードから生成された。
（１）相談できない
　［相談できない］とは、相談できないため利用者
が不安になることである。非開示の場合、就職をす
ることは、開示の場合と比較して可能な場合が多
い。しかし、利用者は障害を隠して就労しているた
め、常に職場に障害が判明することを気にしてい
る。非開示で働くため、相談することはできない。
核心に迫る相談をすることができない。一般雇用で
働くことは、自分ですべてなんとかしないといけな
いので、利用者の就労継続が困難となる。

表表２２「「障障害害のの開開示示にによよるる不不安安」」にに関関すするる「「デデーータタ，，ココーードド，，カカテテゴゴリリーー」」のの一一覧覧表表  

カカテテゴゴリリーー  ココーードド  デデーータタのの一一部部  

ココミミュュニニケケーーシショョ

ンン障障害害にによよるる不不安安  

ココミミュュニニケケーーシショョンン

障障害害にによよるる不不安安  

会会社社にに自自分分でで伝伝ええるるののがが苦苦手手でで（（A))．．開開示示ししててもも内内面面ののししんんどどいいっってて感感覚覚ははそそのの人人のの主主観観でで見見らられれるるののでで通通じじ

なないいこことと多多いい（（G))．．開開示示はは自自分分がが出出せせるるののかか発発信信ででききるるののかか不不安安ななっったたりり（（D))．．ココミミュュニニケケーーシショョンンががととれれなな

くくてて不不安安ににななるる（（B))．．  

見見ええなないい障障害害にによよるる

無無理理とと葛葛藤藤  

開開示示はは希希望望ししたた職職場場ととのの葛葛藤藤ががああるる（（G))．．開開示示ししててもも希希望望ににああっったた障障害害者者雇雇用用でで無無理理ををすすれればば非非開開示示とと変変わわらら

なないい（（L))..  開開示示ででもも見見ええなないい障障害害ななののででどどここままでで任任せせたたららいいいいののかか企企業業ががわわかかららなないいこことと多多いい（（I))..  

現現場場のの人人間間関関係係ののしし

んんどどささ  

障障害害をを途途中中でで開開示示ししたたがが人人間間関関係係ががししんんどどくくななっっててややめめたた（（B))．．開開示示ししててもも人人間間関関係係ででししんんどどくくななっっててややめめ

たた．．上上司司はは理理解解ああるるけけどど現現場場ががねね（（F))．．開開示示ででもも人人間間関関係係ややねね..会会社社のの社社長長はは理理解解ししててくくれれるるけけどど現現場場のの上上司司

がが受受けけ入入れれててくくれれなないい（（G))..  

距距離離をを置置かかれれ警警戒戒

さされれるる不不安安  

壁壁をを作作らられれるる  仲仲ががよよかかっったた同同僚僚にに急急にに壁壁をを作作らられれままししたた（（I))．．ななんんかか壁壁をを作作らられれてていいるるよよううなな気気ががししてて（（L))．．変変なな壁壁みみたたいい

なな、、仲仲間間ははずずれれっってて言言ううののかかなな((F))．．開開示示すするるとと周周りりのの人人間間がが垣垣根根をを作作るるののでで((F))．．  

冷冷たたくくさされれるる  開開示示すすれればば職職場場がが冷冷たたくくななるる（（F))．．甘甘ええててるるわわけけででははなないいののにに甘甘ええだだととかか冷冷たたくく言言わわれれるる（（H))．．自自分分がが冷冷たたくく

さされれてていいるるっってて感感じじててししままうう不不安安ははあありりまますすねね．．経経験験上上仕仕方方ががなないいでですすがが（（D))．．  

よよそそよよそそししくくさされれるる 開開示示ししたたららよよそそよよそそししくくななるるわわ（（A))．．開開示示すすれればば職職場場ががよよそそよよそそししくくななりりまますすねね((G))．．いいややららししいい目目でで見見たたりり

よよそそよよそそししくくさされれまますすねね（（B))．．    

周周囲囲のの理理解解不不足足とと

人人間間関関係係のの変変化化にに

よよるる不不安安  

周周囲囲のの理理解解不不足足  病病名名言言っっててもも理理解解ししててももららええなないい（（A))．．開開示示ししててももああかかんん．．現現場場がが理理解解ししててなないい（（H))．．私私がが障障害害をを持持っっててまますす

言言っっててもも差差別別をを受受けけてて続続かかなないい（（C))..  近近所所でで言言ええなないいここととをを会会社社でで言言っったたららややっっぱぱりりっってて感感じじでで（（A))．．近近所所

やや会会社社のの周周りりににいいろろいいろろ言言わわれれるる（（K))..    

就就労労時時間間へへのの配配慮慮のの

不不足足  

時時間間のの配配慮慮ががなないい（（A))．．開開示示ししててももフフルルタタイイムムははスストトレレススやや不不安安でで難難ししいい（（B))．．開開示示ででももいいききななりり 88 時時間間就就労労

はは難難ししいい（（C))．．開開示示はは段段階階的的にに就就業業時時間間をを増増ややししててほほししいい．．年年単単位位でで（（G))..  

ススタタッッフフのの頻頻繁繁なな変変

更更  

相相談談ででききるるススタタッッフフやや上上司司がが変変わわるるとと困困るる（（A))．．人人がが変変わわっったたりりササポポーートト期期間間がが終終了了すするるののがが不不安安ででししたた（（F))．．

職職場場のの担担当当者者がが休休みみだだっったたりり異異動動ににななれればば不不安安ににななるる（（H))．．開開示示ししててももパパーートトささんんががココロロココロロ変変わわるるののでで知知っっ

ててももららええなないい（（I))．．  

注注：：「「デデーータタのの一一部部」」のの（（A-L））のの表表示示はは調調査査協協力力者者をを指指ししてていいるる．．調調査査協協力力者者のの詳詳細細はは表表 11 をを参参照照ののこことと．．  

表２　「障害の開示による不安」に関する「データ、コード、カテゴリーの一覧表」
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表３　「障害の非開示による不安」に関する「データ、コード、カテゴリーの一覧表」

（２）支援がない
　［支援がない］とは、支援がないため利用者が不
安になることである。非開示で就職すれば支援を受
けられないので、利用者の不安は大きい。利用者は
支援者が不在であることの不安をとても感じてい
る。利用者は業務上の不安や精神的な不安などを
抱えながら就職する。加えて、公的な支援がないの
で、利用者が職場に定着するのは難しくなる .
２）一般雇用で働き続ける不安
　｛一般雇用で働き続ける不安｝とは、一般雇用で
働き続けるため利用者が不安になることである。こ
のカテゴリーは、［障害を隠す］［失敗できない］［薬
を隠れて飲む］［通院のために休めない］［途中で帰宅
できない］の 5 つのコードから生成された。
（１）障害を隠す
　［障害を隠す］とは、障害を隠すため利用者が不
安になることである。非開示で就労するということ
は、障害があっても隠して働き続けることである。
しかし、障害を隠すということは本人にとって辛い
ことである。隠し続けてしんどい思いをする。ま
た、障害を隠すことで調子が悪くなっても誰にも言
えないので就労継続が難しい。休み時間が不安にな
ると、ひとりで休めるスペースもないため、利用者
は気持ちが落ち着かないのである。
（２）失敗できない
　［失敗できない］とは、失敗できないため利用者
が不安になることである。非開示なので一般雇用で
ある。失敗することは誰しもある。利用者は真面目
な人が多い。任された業務を失敗することを極端に
恐れる。評価されればされるほど、たくさん仕事を

任されてそれがプレッシャーとなる。そのため、利
用者は不安になって職場に行けなくなってしまうこ
とも出てくる。
（３）薬を隠れて飲む
　［薬を隠れて飲む］とは、薬を隠れて飲むため利
用者が不安になることである。非開示で就職すれ
ば、薬も隠れて服薬しなければならない。利用者は
毎日薬を服用しなければならない。毎日職場で薬を
飲んでいると、「何の薬を飲んでいるの」と聞かれ
ることもある。調子が悪いときは、頓服の服用も必
要になる。利用者はその薬についても、隠れて飲ま
なければならない。
（４）通院のために休めない
　［通院のため休めない］とは、通院のために休め
ないため利用者が不安になることである。非開示で
就労すれば、医療機関への受診で苦労する。医療機
関は予約受診であることが多い。さらに通院するの
は平日が多いため、その都度仕事を休むことにな
る。通院は薬物調整も含めて重要である。しかし、
休んではいけないと思うようになり、利用者は就労
が続かないのである。
（５）途中で帰宅できない
　［途中で帰宅できない］とは、途中で帰宅できな
いため利用者が不安になることである。非開示で就
労するために、精神的な不安定のため途中で帰宅す
ることが難しくなる。利用者には、常に「調子が悪
くなったらどうしよう」という不安もある。残業が
ある場合も、断れずに体調を崩してしまう。そのた
め、利用者は就労が続かないのである。

表表３３「「障障害害のの非非開開示示にによよるる不不安安」」にに関関すするる「「デデーータタ，，ココーードド，，カカテテゴゴリリーー」」のの一一覧覧表表  

カカテテゴゴリリーー  ココーードド  デデーータタのの一一部部  

相相談談ででききずず支支援援もも

なないい不不安安  

相相談談ででききなないい  非非開開示示だだとと相相談談ででききなないいしし気気がが休休ままららなないい（（L))．．PSWががいいなないいののでで相相談談ででききなないい不不安安ががああるる（（C))．．ななんんかかああ

っったた時時ににややっっぱぱりり相相談談ででききなないいののでで（（D))．．身身近近にに相相談談ででききるる人人 PSWななどどががいいれればば楽楽ににななるるんんででししょょううがが((C))．．

支支援援ががなないい  非非開開示示ににはは支支援援がが入入りりまませせんんののでで不不安安ははあありりまますす((A))．．ササポポーートトなないいかからら不不安安でですす((D))．．支支援援のの助助けけががなないいとと

厳厳ししいい（（K))．．支支援援ななくく働働きき続続けけるるここととがが不不安安（（L))．．ククロローーズズでではは支支援援者者のの支支援援ががなないいののでで覚覚悟悟入入りりまますすねね（（G))．．

一一般般雇雇用用でで働働きき続続

けけるる不不安安  

障障害害をを隠隠すす  隠隠ししてて隠隠しし通通ししててししんんどどいいでですす((D))．．障障害害をを隠隠ししててたたらら調調子子悪悪かかっっててもも言言いいににくくいいかからら（（A))．．ククロローーズズはは隠隠しし

続続けけるるかからら続続かかなないいでですす（（I))．．病病気気をを隠隠ししたたまままま休休むむここととがが不不安安（（K))．．  

失失敗敗ででききなないい  業業務務でで失失敗敗ししたた時時ととかか不不安安でですす((D))．．評評価価さされれててたたくくささんん仕仕事事をを任任さされれててププレレッッシシャャーーににななっったた．．失失敗敗ででききなな

いいののでで不不安安ににななりり行行けけななくくななっったた（（K))．．パパーートトかからら社社員員にに昇昇格格ししたたととききにに失失敗敗ででききなないい不不安安ががああるる（（L))．．  

薬薬をを隠隠れれてて飲飲むむ  非非開開示示だだとと薬薬もも隠隠れれてて飲飲ままなないいとといいけけなないいののでで((D))．．何何のの薬薬飲飲んんででるるんんだだっってて聞聞かかれれたたりり((F))．．副副作作用用ででぼぼーーっっ

ととししててもも無無理理すするるししかかなないい（（D))．．ちちゃゃんんとと飲飲ままなないいとといいけけなないいののででいいつつもも隠隠れれてて飲飲むむののががししんんどどいい（（K))．．  

通通院院ののたためめ休休めめなないい 通通院院ががああるるけけどど休休めめまませせんん  ((B))  ((D))．．ななんんでで定定期期的的にに休休むむんんだだっってていいわわれれたたりりすするる((F))．．ククロローーズズはは医医療療機機関関

でで苦苦労労ししまますす．．検検査査やや薬薬ななどど（（D))．．  

途途中中でで帰帰宅宅ででききなないい 波波ががああるるののでで途途中中でで調調子子がが悪悪くくななっっててもも帰帰れれなないい不不安安ととかか((A))．．帰帰宅宅ででききなないい覚覚悟悟ががいいるる（（D))．．ししんんどどくくててもも

帰帰れれなないいののでで不不安安でですすねね（（K))．．  

注注：：「「デデーータタのの一一部部」」のの（（A-L））のの表表示示はは調調査査協協力力者者をを指指ししてていいるる．．調調査査協協力力者者のの詳詳細細はは表表 11 をを参参照照ののこことと．．  
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Ⅳ　考察
１．まとめ
　精神障害者の就労継続阻害要因としての「障害の
開示・非開示による不安」は、次のように整理する
ことができる。
　精神障害者の阻害要因は、「障害の開示・非開示
による不安」によるところが大きい。「障害の開示
による不安」は｛コミュニケーション障害による不
安｝｛距離を置かれ警戒される不安｝｛周囲の理解不足
と人間関係の変化による不安｝として、「障害の非
開示による不安」は｛相談できず支援もない不安｝

｛一般雇用で働き続ける不安｝によってそれぞれ構成
されている。この構造を図解したものが図1である。
　図では、「障害の開示による不安」の場合、｛コ
ミュニケーション障害による不安｝を基盤として、

｛距離を置かれ警戒される不安｝と｛周囲の理解不
足と人間関係の変化による不安｝が加わることで離
職へと進む様子を示している。ここでは｛距離を置
かれ警戒される不安｝の影響が強い。一方、「障害
の非開示による不安」の場合、｛相談できず支援も
ない不安｝を基盤として、｛一般雇用で働き続ける
不安｝が加わることで、離職へと進むことを示して
いる。ここでは、｛相談できず支援もない不安｝が
強く影響している。

２．研究成果
　本研究の第 1 の成果は、精神障害者の就労継続阻
害要因として「障害の開示・非開示による不安」の
構造について、定性的データを用いて実証的に明ら
かにしたことである。

　加えて、本研究における成果は以下のとおりである。
　精神障害者の就労継続阻害要因としての「障害の
開示・非開示による不安」について、先行研究の内
容と比較するならば、本研究でも概ね同じ内容を確
認することができた。
　「障害の開示による不安」について、福井ら
は「障害の開示は職場内の差別を受ける」（福井ら
2014a）と指摘している。その内容は、本研究で生
成されたカテゴリーである｛距離を置かれ警戒され
る不安｝に該当した。このように、一般就労におけ
る「障害の開示」は、就労前だけでなく、就労後も
それが原因で不安やストレスになることを、具体的
な事例でもって示すことができた。
　また「障害の非開示による不安」についても、福
井らは「障害非開示は早期離職要因」と述べている

（福井ら 2014a）。その内容は、本研究で生成された
カテゴリーである｛相談できず支援もない不安｝お
よび｛一般雇用で働き続ける不安｝に該当した。そ
して、一般就労における「障害の非開示」は、相談
できず支援もないために、不安が払拭されることは
なく、職場定着が困難であることを、具体的な事例
でもって示すことができた。

Ⅴ　おわりに
　本研究の限界は、精神障害者の就労継続阻害要因
について、「障害の開示・非開示」に限定している
ことである。加えて、「障害の開示・非開示」から
来る「不安」に焦点をあてていることである。し
たがって、「障害の開示・非開示」以外の要因から
生じる「不安」以外の阻害要因についても検討する

図図11「「障障害害のの開開示示・・非非開開示示にによよるる不不安安」」のの構構造造ととププロロセセスス

障障害害のの非非開開示示にによよるる不不安安のの場場合合

距距離離をを置置かかれれ警警戒戒さされれるる不不安安

周周囲囲のの理理解解不不足足とと人人間間関関係係のの
変変化化にによよるる不不安安

相相談談ででききずず支支援援ももなないい不不安安

一一般般雇雇用用でで働働きき続続けけるる不不安安

ココミミュュニニケケーーシショョンン障障害害にによよるる不不安安

障障害害のの開開示示にによよるる不不安安のの場場合合

そける そける 離職

図１　「障害の開示・非開示による不安」の構造とプロセス
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必要がある。「障害の開示・非開示」以外の要因に
ついての継続的な調査および分析が今後の課題であ
る。また、今回の研究では、調査協力者は男性に限
られている。女性を調査協力者に含めることも、今
後の課題である。
　しかし、このような課題はあるものの、本研究で
は、調査方法としてインタビューを採用し、精神障
害者の就労継続阻害要因としての「障害の開示・非
開示による不安」について、実証的、構造的に明ら
かにする試みを、概ね達成できたように思われる。

注
１ ）本論文の記述のなかで、カテゴリーは {　｝で

示している。
２ ）本論文の記述のなかで、コードは [　] で示して

いる。

文献
相 澤欽一・加賀信寛・武澤友広・ほか（2014）「精神

障害者の職場定着に及び支援の状況に関する研
究」『独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
構障害者商業総合センター調査報告書』117, 2-8.

馬 場順子・石井良和・谷村厚子・ほか（2018）「精神
障害者の就労を継続している状態に関する主観的
認識について」『職業リハビリテーション』23,12-22.

福 井信佳・中川広宣・橋本卓也・ほか（2011）「大阪
府における精神障害者の離職に関する研究」『日本
職業・災害医学会会誌』60, 32-37. 

福 井信佳・高畑進一・橋本卓也（2014a）「統合失調
症者における障害の非開示者の就業特徴に関する
研究」『日本職業・災害医学会会誌』62, 247-252. 

福 井信佳・酒井ひとみ・橋本卓也（2014b）「精神障
がい者の離職率に関する研究−最近 10 年間の分
析」『保健医療学雑誌』5, 15-21. 

井 神隆憲（1987）「症例から見た精神障害者就労の成
功要因」『職業リハビリテーション』1, 59-62.

木 下一雄（2017）「精神障害者の就労支援に関する一
考察−就労支援フォーラム NIPPON 2016 の事例
から見えてきたこれからの精神障害者支援のあり
方とは」『名寄市立大学コミュニティケア教育研究
センター年報』1, 51-60.

川 上輝明（2011）「障害者就労の現状と課題」『名古屋
女子大学紀要』57, 105-116.

川 村宣輝（2018）「精神障害者の職場定着の要因に関
する一考察−合理的配慮の提供が及ぼす影響」『東

京成徳大学研究紀要』25, 137-147. 
片 山優美子（2020）『一般企業への重度精神障害者の

就職をどう支援していくか−包括的な支援のため
に IPS を利用する』ミネルヴァ書房．

三 城大介（2009）「精神障害者の就労に関する現状と
課題−大分県内の精神障害者を対象に実施した就
労を中心とした生活に関する 2 次調査を基に」『別
府大学紀要』50, 73-83. 

村 上 清（2006）「精神障害の就労と社会的協同組合」
『長崎ウエスレヤン大学現代社会学部紀要』4（1），
17-22.

村 社 卓（2020）『たのしくつながる高齢者の孤立予
防モデル−参加とサービス利用を促す関係づく
り』川島書店．

大 川浩子・本多俊紀（2017）「我が国における就労支
援に関する SST の現状と効果 , その課題−文献レ
ビューから」『北海道文教大学研究紀要』41,87-95.

大 石 甲・加賀信寛・松浦兵吉（2018）「職業リハビ
リテーションの支援を受けて就職した精神障害者
の職場定着要因−地域障害者職業センター利用者
の結果から」『職業リハビリテーション』32,2-11.

精 神保健医療福祉白書編集委員会編（2018）『精神保
健医療福祉白書 2018/2019』中央法規出版．

新 海朋子・住友雄資（2018）「精神障害をもつ人のリ
カバリー概念に関する文献検討」『福岡県立大学人
間社会学部紀要』26, 71-85.

障 害者職業総合センター編（2014）「精神障害者の職場
定着及び支援の状況に関する研究」『調査報告書』117．

多 田ゆりえ・細羽竜也（2018）「就労継続支援 A 型
事業所を利用する精神障害者の一般就労移行への
関心に関する予備的検討」『人間と科学　県立広島
大学保健福祉学部誌』18（1），51-58.

多 賀 誠（2013）「精神障害者の就労支援の現状と課
題−福岡市における現状と今後の方向性美おける
一考察」『柳川リハビリテーション学院・福岡国際
医療福祉学院紀要』9, 29-35.

種 田綾乃・山口創生・吉田光爾・ほか（2018）「利用
者視点からの臨床スタッフのストレングス志向の
支援態度−精神科医療機関を拠点とした多職種ア
ウトリーチチームの介入による影響」『精神障害と
リハビリテーション』22（1），66-76.

田 上博幸（2018）「障害福祉サービス事業における就
労移行支援の展開化−精神障害者の就労支援を中
心に」『秋田看護福祉大学総合研究所報』13, 28-36.



岡山県立大学保健福祉学部紀要　第28巻１号2021年

86

A study of anxiety due to disclosure or non-disclosure of disability as 
a factor that hinders the continuation of employment for people with 

mental disabilities

TAKEHIKO HARADA*，TAKASHI MURAKOSO**

Abstract：While the number of people with mental disabilities who are employed is yearly increasing, the 
annual turnover rate remains high. Employment retention for people with mental disabilities is therefore a 
pressing issue. This study elucidates the factors that hinder continued employment for people with mental 
disabilities, with a focus on anxiety due to either disclosing or not disclosing one’s disability. The study 
employed a qualitative research method; data were collected through interviews, and qualitative coding was 
used for analysis. The analysis revealed that anxiety due to disclosure of disability included “anxiety due to 
communication difficulties,” “anxiety about others being socially distant and acting in a guarded manner,” 
and “anxiety due to a lack of understanding from others and changes in human relationships.” Meanwhile, 
anxiety due to non-disclosure of disability was shown to include “anxiety from being unable to discuss 
the issue and having no support” and “anxiety about continuing to work in general employment.” Using 
qualitative data, this study empirically indicates that disclosure of disability primarily causes “anxiety about 
others being socially distant and acting in a guarded manner” and that non-disclosure of disability mainly 
causes “anxiety from being unable to discuss the issue and having no support.”

Keywords：people with mental disabilities, employment retention, factors that hinder continued 
employment, disclosure/non-disclosure of disability, qualitative data analysis


